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① 地方創生、一億総活躍社会の実現に資するもの

（１）地方創生 

管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
求める措置の具体的内容 全国市長会意見 

1 

260 Ｂ 指定都市 

市長会 

「公有地の拡大の推進に関

する法律」に基づき取得した

土地は、同法第９条各号に基

づく利用しか出来ない義務

付けの緩和 

法第９条第２項の後に、「ただし、前各号の事業の

完了、変更または廃止により取得した際の目的を失

った（果たした）と認められる土地については、こ

の限りでない。」とし、売却を含めた別の利用を認

めること。（少なくとも市が総合計画等に位置付け

た施策を実現するにあたり、必要だと認める場合に

は、売却等の対応ができるようにすること。） 

提案団体の意見を十分に尊重されたい。 

2 

80 Ｂ 釧路市 都市公園における設置可能

な施設に関する規制緩和 

都市公園法第２条第２項に定める都市公園に設け

られる施設に児童福祉法に定める児童館の追加を

求める。 

事実関係について提案団体との間で十分確認

を行なうべきである。 

278 Ｂ 八王子市 都市公園内への町会自治会

等地縁団体の会館設置に対

する規制緩和 

都市公園法施行令第５条第８項の「法第２条第２項

第９号の政令で定める施設」の中に、地縁団体の会

館施設を加えるよう、同施行令の改正を求める。 

3 

60 Ｂ 富山県 防災拠点・避難所に非常用の

合併処理浄化槽を設置する

場合における建築基準法の

規制緩和 

防災拠点・避難所については、下水道処理区域であ

っても合併処理浄化槽を整備できるようにする。 

提案団体の意見を十分に尊重されたい。 

4 

48 Ｂ 埼玉県 一定条件を満たした小規模

な寄宿舎の階段基準を住宅

（共同住宅の共用の階段を

除く。）と同じ基準に見直し

建築基準法上は寄宿舎として取り扱われる、グルー

プホームやシェアハウスなどの階段基準を一定の

条件を満たした場合など、住宅（共同住宅の共用の

階段を除く。）と同じ基準にする。 

提案団体の提案の実現に向けて、十分に検討

すること。 

資料３－２
平 成 28 年 8月 30 日 
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① 地方創生、一億総活躍社会の実現に資するもの 
（２）一億総活躍社会の実現 

 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
求める措置の具体的内容 全国市長会意見 

5 

269 Ｂ 特別区長会 「特別養護老人ホーム」と

「障害者向けのグループホ

ーム」の合築に関する規制緩

和 

区では「特別養護老人ホーム」や「障害者向けグル

ープホーム」の整備が喫緊の課題であるが、用地に

限りがあるため十分に進んでいない。そのため用地

を有効活用し、同一建物の別フロアに「特別養護老

人ホーム」と「障害者向けグループホーム」を合築

することを検討している。（両者は独立した社会資

源であり共有部分は持たない）しかし現行の厚生労

働省令等では、「施設」と同一の建物の中に「障害

者グループホーム」を合築することは認められてい

ない。合築を可能とするため、この点について省令

基準の規制緩和を要望する。 

提案団体の意見を十分に尊重されたい。 

なお、所管省からの回答が「現行規定により

対応可能」となっているが、事実関係につい

て提案団体との間で十分確認を行うべきであ

る。 

6 

230 Ｂ 滋賀県、兵庫

県、和歌山

県、鳥取県、

徳島県 

サテライト型養護老人ホー

ムの設置基準の見直し 

「養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」に

おいて、サテライト型養護老人ホームを設置する際

の本体施設として、養護老人ホームを追加するよう

同基準の見直しをお願いしたい。 

提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討

を求める。 

7 

28 Ｂ 島牧村 指定小規模多機能型居宅介

護の居間及び食堂の共用に

関する事項の規制緩和 

指定小規模多機能型居宅介護の居間及び食堂を、介

護保険法第 115 条の 45第 1項に規定する介護予防・

日常生活支援総合事業の交流スペースとして共用

することを認める。 

（過疎地域指定や、人口○千人未満の自治体などの

条件付） 

提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討

を求める。 

8 

105 Ｂ 川口市 再任用制度の緩和 他自治体において退職した職員を当市で再任用す

ることができるように求める。 

所管省からの回答が「任期付職員制度で対応

可能」となっているが、事実関係について提

案団体との間で十分確認を行うべきである。 
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① 地方創生、一億総活躍社会の実現に資するもの 

（３）子ども・子育て支援 

 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
求める措置の具体的内容 全国市長会意見 

9 

177 Ｂ 兵庫県、滋賀

県、大阪府、

和歌山県、鳥

取県、徳島

県、堺市、関

西広域連合 

幼保連携型認定こども園に

おける園庭の位置及び面積

に関する従うべき基準の参

酌化 

幼保連携型認定こども園における園庭の位置及び

面積について、「従うべき基準」とされているもの

を「参酌すべき基準」に見直すこと。 

提案団体の意見を十分に尊重されたい。 

なお、検討に当たっては、保育の質が確保さ

れることを前提とすること。 

178 Ｂ 兵庫県、川西

市,滋賀県、

大阪府、和歌

山県、鳥取

県、徳島県、

堺市、関西広

域連合 

幼保連携型認定こども園の

設備に関する基準の緩和 

幼保連携型認定こども園において、３階以上の保育

室は原則３歳未満の園児の保育に供するものとさ

れている規制を、３歳児以上の園児についても可能

となるよう緩和すること 

10 

3 Ｂ 倉敷市 保育標準時間と保育短時間

の統合 

支給認定区分について，保育標準時間と保育短時間

を統合する。 

提案団体の提案の実現に向けて、十分に検討

すること。 

12 Ｂ 高知市 子ども・子育て支援法による

支給認定手続の簡素化 

子ども・子育て支援法（以下「法」という。）第 20

条第 3項に規定する保育必要量の区分（保育標準時

間，保育短時間）を廃止し，保育の利用は，保育標

準時間のうち保育を必要とする範囲での利用とす

る。（以下、略） 

280 Ｂ 箕面市 子ども・子育て支援新制度下

における認定こども園の保

育短時間制度の廃止につい

て 

認定こども園入園児童の保護者の保育必要時間等

に応じて、市町村が決定を行うこととされている

「保育標準時間」・「保育短時間」のうち、「保育短

時間」を廃止する。 
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① 地方創生、一億総活躍社会の実現に資するもの 
（３）子ども・子育て支援（つづき） 

 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
求める措置の具体的内容 全国市長会意見 

11 

143 Ａ 宇都宮市 施設型給付費等に係る「処遇

改善等加算」の加算率の認定

に関する事務権限の都道府

県から指定都市・中核市への

移譲 

施設型給付費等に係る「処遇改善等加算」の加算率

の認定に関する事務権限を都道府県から指定都

市・中核市へ移譲することを求める。 

指定都市への移譲については、積極的な検討

を求める。 

中核市への移譲については、手挙げ方式も含

めた検討を求める。 

12 

265 Ｂ 特別区長会 家庭的保育事業等における

食事提供の特例に関する搬

入施設の緩和 

家庭的保育事業等の食事の提供の特例について、搬

入施設の制限を緩和し、現に幼稚園等へ搬入を実施

して園児の食の安全性等が一定程度担保されてい

ると認められる民間事業者も利用できるようにす

る。 

提案団体の意見を十分に尊重されたい。 

なお、検討に当たっては、アレルギー対応等、

食の安全が確保されることを前提とするこ

と。 

266 Ｂ 特別区長会 家庭的保育事業等の連携施

設に関する規定の要件緩和 

待機児童の生じている自治体において、家庭的保育

事業等の連携施設を確保しないことができる経過

措置期間（平成３２年３月３１日まで）を「当分の

間」とする。 

提案団体の意見を十分に尊重されたい。 

13 

181 Ｂ 兵庫県,滋賀

県、和歌山

県、徳島県、

堺市 

病児保育事業の補助要件の

設定 

病児保育事業（病児対応型、病後児対応型）の補助

要件である保育士等の配置要件について、利用児童

2 名以下でも、看護師と保育士それぞれ 1 名の配置

が求められるが、診療所等で病児保育を実施する

際、病児保育未実施地域では、保育士の確保が困難

であるとの声があることから、利用児童数が定員 2

名以下の場合には、看護師１名の配置で対象となる

よう補助要件を緩和すること 

提案団体の意見を十分に尊重されたい。 

なお、検討に当たっては、保育の質が確保さ

れることを前提とすること。 

220 Ｂ 徳島県、滋賀

県、兵庫県、

和歌山県、鳥

取県、堺市 

病後・病後児ファミリーサポ

ートセンター安定運営のた

めの保育士配置基準の緩和 

病児保育事業（病児対応型、病後児対応型）につい

ては、看護師等を利用児童おおむね 10 人につき１

名以上、保育士を３人につき１名以上配置すること

とされているが、保育士の配置基準を緩和し、「看

護師等を利用児童おおむね 10 人につき１名以上、

専用の講習を受けたファミリー・サポート・センタ

ー会員を利用児童１人につき１名以上」の配置も可

能とすること。 
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① 地方創生、一億総活躍社会の実現に資するもの 
（３）子ども・子育て支援（つづき） 
 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
求める措置の具体的内容 全国市長会意見 

14 

97 Ａ 栃木県 一時預かり事業及び病児保

育事業の届出提出先並びに

立入検査事務の市町村への

移譲 

現行、県で行っている一時預かり事業及び病児保育

事業の届出提出先並びに立入検査事務を市町村に

移譲する。（市町村以外のものが実施するものに限

る。） 

【備考】 

○「市町村以外のもの」にあたる事業者 

一時預かり事業・・・社会福祉法人、学校法人、宗教法人等 

病児保育事業 ・・・社会福祉法人、学校法人、医療法人、医師等 

指導監督の公正性や専門性の確保、事務負担

の増加について配慮が必要。 

15 

66 Ｂ 東広島市 延長保育と放課後児童クラ

ブを併設運営する場合の職

員配置基準の緩和 

保育所及び認定こども園（以下「保育所等」という。）

においては、保育士を最低２人（朝夕時間帯は保育

士１人がいれば他１人は子育て支援員等も配置可）

配置することが義務付けられており、同施設に併設

して放課後児童クラブを開所している場合に、同ク

ラブも放課後児童支援員を最低２人（支援員１人が

いれば他１人は補助員でも配置可）配置することが

必要である。 

保育所等の延長保育（又は一時預かり）及び放課後

児童クラブの利用児童数がいずれも少数でかつ 

（１）保育士２人を配置する場合 

（２）保育士１人を配置し、他１人が放課後児童 

支援員を配置する場合 

（※ただし、平成３２年度までは保育士を放課後児

童支援員とみなす特例あり）であれば、いずれかの

施設に児童を集約して、保育士等２人による両施設

の兼務を認めて欲しい。 

提案団体の意見を十分に尊重されたい。 

なお、検討に当たっては、保育の質が確保さ

れることを前提とすること。 
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① 地方創生、一億総活躍社会の実現に資するもの 
（３）子ども・子育て支援（つづき） 
 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
求める措置の具体的内容 全国市長会意見 

16 

81 Ｂ 愛媛県、松山

市、今治市、宇

和島市、八幡浜

市、新居浜市、

西条市、大洲

市、伊予市、四

国中央市、西予

市、東温市、上

島町、久万高原

町、松前町、砥

部町、内子町、

伊方町、松野

町、鬼北町、愛

南町 

放課後児童支援員認定資格

研修の弾力的運用 

「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準」に基き、平成 27 年４月１日から都道府県

が実施する放課後児童支援員認定資格研修を修了

した放課後児童支援員を、１クラブにつき２名（う

ち１名を除き、補助員の代替可）を配置することが

義務付けられた。平成 27 年４月 1日以前から勤務

している職員についても一律に研修を受講するこ

とが義務付けられているため、研修制度導入前から

従事している放課後児童支援専門員については、研

修の内容の一部免除を求める。 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検

討を求める。 

98 Ｂ 栃木県 放課後児童支援員認定資格

研修の受講免除 

都道府県が行う「放課後児童支援員認定資格研修」

について、保育士等の国家資格を有する者について

は、研修を受講しなくとも支援員の有資格者と認定

されるよう要件緩和をお願いしたい。 

提案団体の提案の実現に向けて、十分に検討

すること。 

111 Ｂ 松山市 放課後児童支援員研修の受

講要件の緩和 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準（以下「省令」という。）第１０条第３項の放

課後児童支援員認定資格研修の受講要件に、放課後

児童支援員の補助員経験者のうち子育て支援員研

修（放課後児童コース）を修了した者（以下単に「子

育て支援員」という。）に関する要件を明記の上、

受講に必要とされる従事年数を他の児童福祉事業

の従事者よりも短期化する。または、子育て支援員

については、放課後児童支援員認定資格研修の受講

科目のうち、子育て支援員研修の受講科目と重複す

るものの受講を免除する。 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検

討を求める。 
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① 地方創生、一億総活躍社会の実現に資するもの 
（３）子ども・子育て支援（つづき） 
 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
求める措置の具体的内容 全国市長会意見 

16 

213 Ｂ 広島市 放課後児童支援員の資格要

件等の緩和等 

１ 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準（以下「省令」という。）第 10 条第 3

項に定める「都道府県知事が行う研修」を指定都

市が実施できるよう権限移譲を求める。 

２ 省令附則第２条の経過措置について、平成 32

年 4 月 1 日以降も、例えば「省令第 10 条３項第 1

号から第 9号の資格を有する者を採用後、１年以

内に研修を受講・修了することを予定している

者」を含むとするなど、省令を見直すよう求める。

３ 省令第１０条第５項の併設施設への兼務につ

いて、利用児童が帰宅するなど受入時に比べ利用

児童数が減少し、他の利用者に支障が無い場合、

市町村の判断により、放課後児童支援員を当該施

設の専任とせず、２人の放課後児童支援員によ

り、当該施設及び併設される放課後児童クラブを

兼務により運営できるよう省令を見直すよう求

める。 

１については、「指定都市においても、県と

協議の上、研修の実施について委託を受ける

形で、研修を実施することは現状でも可能」

となっているが、事実関係について提案団体

との間で十分確認を行うべきである。 

 

２については、提案の実現に向けて積極的な

検討を求める。 

 

３については、提案の実現に向けて、十分に

検討すること。 

なお、検討に当たっては、保育の質が確保さ

れることを前提とすること。 
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8 

① 地方創生、一億総活躍社会の実現に資するもの 
（３）子ども・子育て支援（つづき） 
 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
求める措置の具体的内容 全国市長会意見 

17 

15 Ａ 大分市 指定障害児通所支援事業者

の指定等の権限の都道府県

から中核市への移譲 

指定障害児通所支援事業者の指定、指定の更新、勧

告、命令、指定の取消し等の権限の都道府県から中

核市への移譲を求めるもの 

○現行の実施主体 

都道府県、政令指定都市、児童相談所設置市 

○移譲後の実施主体 

都道府県、政令指定都市、中核市、児童相談所設置市 

提案団体の意見を十分に尊重されたい。 

なお、手挙げ方式も含めた検討を求める。 

16 Ａ 大分市 指定障害児通所支援事業者

の業務管理体制の整備に関

する届出・報告の受理、勧

告・命令等の権限の都道府県

から中核市への移譲 

指定障害児通所支援事業者の業務管理体制の整備

に関する届出・報告の受理、勧告、命令等の権限の

都道府県から中核市への移譲を求めるもの 

現行の実施主体 

○現行の実施主体 

都道府県、政令指定都市、児童相談所設置市 

○移譲後の実施主体 

都道府県、政令指定都市、中核市、児童相談所設置市 

18 

210 Ｂ 広島市 児童委員の役割を強化する

ために民生委員との兼任を

できる規定化 

民生委員でなくても児童委員になれるよう、法の改

正を求める。 

児童に関する問題は、保護者が抱える問題と

一体となることが多く、包括的な対応を求め

られる場合が多いことに配慮が必要。 
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9 

② これまでの地方分権改革の取組を加速・強化するもの 
 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
求める措置の具体的内容 全国市長会意見 

19 

169 Ｂ 兵庫県、滋賀

県、京都府、

鳥取県、徳島

県 

国定公園における一定の工

作物の建築にかかる環境大

臣との協議の廃止 

国定公園の特別地域内において、一定の要件（高さ

が 50メートル又はその地上部分の容積が 30,000 立

法メートル超）を超える工作物新築、改築又は増築

にかかる許可の際に必要な環境大臣との協議の廃

止 

意見なし 
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10 

③ 住民サービスの向上や適切な実施に直結するもので、部会での法的な視点からの専門的な調査・審議に馴染むもの 
 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
求める措置の具体的内容 全国市長会意見 

20 

154 Ｂ 京都府、兵庫

県、和歌山

県、鳥取県、

徳島県 

マイナンバー制度における

情報連携（庁外連携）に関す

る要件緩和 

（特別賃貸府営住宅について

も条例により、公営住宅、

特定優良賃貸住宅と同様に

庁外連携を可能とする） 

マイナンバー制度の独自利用事務における情報連

携（庁外連携）に関し、独自利用事務として情報連

携を行う予定である特別賃貸府営住宅についても、

公営住宅、特定優良賃貸住宅と同様に庁外連携を可

能とする。 

国民が混乱することのないよう配慮しつつ、

提案団体の提案の実現に向けて、検討するこ

と。 

21 

155 Ｂ 京都府、滋賀

県、大阪府、

兵庫県、和歌

山県、鳥取

県、徳島県、

京都市、関西

広域連合 

マイナンバー制度における

情報連携（庁外連携）に関す

る要件緩和 

（独自利用事務における入

手可能な特定個人情報の範

囲を別表事務の範囲外にも

拡大） 

マイナンバー制度の独自利用事務における情報連

携（庁外連携）に関し、番号法別表第二に規定され

ている情報以外の情報についても入手可能とする。

国民が混乱することのないよう配慮しつつ、

提案団体の提案の実現に向けて、検討するこ

と。 

297 Ｂ 九州地方知

事会 

マイナンバー制度における

情報提供ネットワークシス

テムの情報照会項目の見直

し 

地方公共団体が定めるマイナンバーの条例事務（独

自利用事務）が、情報提供ネットワークシステムを

使用して照会できる特定個人情報は、準ずる法定事

務と同一の項目に限定されている。 

そのため、独自利用事務において照会する情報につ

いて、現在独自利用事務で添付を求めている書類

と、法定事務で求めている書類が同じである場合

（どちらも所得・税額証明書の添付を求めている場

合等）は、当該書類に記載されている必要な項目を

すべて照会できるように見直しを求める。 
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11 

③ 住民サービスの向上や適切な実施に直結するもので、部会での法的な視点からの専門的な調査・審議に馴染むもの（つづき） 
 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
求める措置の具体的内容 全国市長会意見 

22 

153 Ｂ 京都府、滋賀

県、大阪府、

兵庫県、和歌

山県、鳥取

県、徳島県、

京都市、関西

広域連合 

マイナンバー制度における

情報連携（庁外連携）に関

する要件緩和（法定事務に

おける入手可能な特定個人

情報を実際の事務に即して

拡大） 

マイナンバー制度における情報連携（庁外連携）に

関し、法定事務における入手可能な特定個人情報を

実際の事務処理に即して対象拡大する（特別支援学

校への就学支援のため必要な経費の支弁に関する

事務の申請において、生活保護受給者情報も入手可

能とする） 

国民が混乱することのないよう配慮しつつ、

提案団体の提案の実現に向けて、検討するこ

と。 

298 Ｂ 九州地方知

事会 

マイナンバー制度における

療育手帳関係情報、外国人保

護関係情報の情報提供ネッ

トワークシステムによる情

報照会の実施 

マイナンバー制度の情報提供ネットワークシステ

ムにおいて照会できる特定個人情報は、番号法別表

第二に規定されている特定個人情報に制限されて

いる。 

番号法別表第二では、身体障害者手帳や精神保健福

祉手帳の情報、生活保護の実施情報を照会できるよ

うに規定されているが、地方公共団体が独自に実施

している療育手帳の情報や外国人保護の情報は規

定されていない。 

地方税の減免、社会保障の給付等では、療育手帳の

情報や外国人保護の情報も必要となるため、情報提

供ネットワークシステムを使用して照会できるよ

うに求める。 

300 Ｂ 九州地方知

事会 

マイナンバー制度の活用を

図るための社会保障制度に

おける所得要件の見直し 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による

措置入院患者の費用徴収、感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関する法律による入院患者

の自己負担額の認定基準の基礎を、所得税額から市

町村民税所得割額に改めることを求める。加えて、

情報提供ネットワークシステムを通じて、必要な特

定個人情報の入手が可能となるよう、データ標準レ

イアウトの改善を求める。 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検

討を求める。 

なお、今後指定都市とその他の市町村で適用

される市町村民税所得割の税率が異なること

への配慮が必要である。 
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③ 住民サービスの向上や適切な実施に直結するもので、部会での法的な視点からの専門的な調査・審議に馴染むもの（つづき） 
 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
求める措置の具体的内容 全国市長会意見 

23 

196 Ｂ 兵庫県、滋賀

県、大阪府、

和歌山県、鳥

取県、徳島

県、京都市、

関西広域連

合 

奨学金事務にかかるマイナ

ンバーの利用をする主体の

拡大 

日本育英会から事務移管された奨学金事業を地方

公共団体等が出資して設立した公益財団法人が実

施する場合でも、マイナンバーの独自利用を可能と

なるよう、番号法別表第 2 106 項に、「奨学金事

業を移管された公益財団法人等（当該奨学金事業の

実施のため地方公共団体等が出資して設立したも

のに限る）」を追加すること。（貸与申請、返還免

除、返還猶予に係る事務に必要な、障害者関係情報、

地方税関係情報、生活保護関係情報、住民票関係情

報等を入手可能な特定個人情報とすること。） 

行政機関ではない、公益財団法人や指定管理

者にまで利用主体を拡大することについて

は、リスク検証等への留意が必要。 

290 Ｂ 大阪府、滋賀

県、京都府、

兵庫県、和歌

山県、鳥取

県、徳島県、

京都市 

公営住宅管理業務における

マイナンバーの利用 

公営住宅の管理業務において、業務を指定管理者に

委託している場合、指定管理者がマイナンバーに係

る情報提供ネットワークシステムに接続された端

末での情報照会が可能となるよう制度改正を求め

る。 

299 Ｂ 九州地方知

事会 

マイナンバー制度における

管理代行者に対する情報提

供ネットワークシステム利

用環境の整備 

マイナンバー制度において、情報提供ネットワーク

システム（ＮＷＳ）を使用するためには、中間サー

バー（ＳＶ）が必要となる。 

中間ＳＶについて、地方公共団体の首長部局、教育

委員会向けのソフトウェアは、総務省において一括

して開発されているが、公営住宅の管理代行者向け

のソフトウェアの開発は進められていない。 

管理代行者に地方公共団体向けの中間ＳＶを経由

した、情報提供ＮＷＳの利用を認めるよう求めるも

の。 

提案団体の意見を十分に尊重されたい。 
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13 

③ 住民サービスの向上や適切な実施に直結するもので、部会での法的な視点からの専門的な調査・審議に馴染むもの（つづき） 
 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
求める措置の具体的内容 全国市長会意見 

24 

118 Ｂ 岐阜市 生活保護法第 63 条の規定に

よる費用の返還方法の追加 

生活保護法第 63 条（以下、本提案において「法」

という。）の規定による費用返還について、法第 78

条の 2の規定のように、被保護者の最低限度の生活

を維持することができる範囲で、かつ、被保護者か

ら保護金品の一部を返還金の納入に充てる旨の申

出があるという要件のもと、当該申出に係る費用返

還ができるよう規定を新設されたい。 

提案団体の提案の実現に向けて、十分に検討

すること。 

なお、検討に当たっては、生活保護制度が、

憲法第 25 条の理念に基づき、国民に対し最低

限度の生活を保障する制度であることに留意

すること。 

204 Ｂ 広島市 生活保護の返還金の徴収方

法の弾力化 

生活保護費との調整を可能とし、被保護者の負担軽

減や納付忘れ防止に繋げることができるよう、法の

改正を求める。 

262 Ｂ 指定都市市

長会 

生活保護費と返還金の調整 生活保護法（以下「法」という。）第 63 条に基づ

き生じる債権の非免責化については、平成 27 年の

地方からの提案等に関する対応方針で、今後検討を

行い必要な措置を講ずるとされているが、公的扶助

を適切に運用する観点から、法第 63 条による返還

金について、法 78 条による徴収金と同様に被保護

者から申出があった場合、保護費と調整をすること

が出来るなど早期に法改正を検討し、適切な措置を

講じること。 

25 

166 Ｂ 岐阜県 鳥獣保護区における狩猟に

よる捕獲等の特例制度の創

設 

鳥獣保護区内における農林業被害の防止等を図る

ため、第二種特定鳥獣が狩猟鳥獣である場合におい

て、特に必要があると認める時は保護区内において

狩猟による捕獲等を可能とする区域を指定できる

といった、新たな鳥獣保護区指定制度を導入する。

事実関係について提案団体との間で十分確認

を行なうべきである。 
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14 

③ 住民サービスの向上や適切な実施に直結するもので、部会での法的な視点からの専門的な調査・審議に馴染むもの（つづき） 
 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
求める措置の具体的内容 全国市長会意見 

26 

264 Ｂ 指定都市市

長会 

駐車場出入口設置に係る規

制緩和 

駐車場法及び同法施行令において技術的基準とし

て義務付けられている路外駐車場の出入口の配置

等については「交差点の側端又はそこから五メート

ル以内の部分」のうち一定のものについて適用が除

外されている（令第７条第２項）一方、安全対策上

同等の規制で十分と思われる「道路のまがりかどか

ら五メートル以内の部分」については同様の適用除

外がなされていないため、最適でない又はより不適

切な位置への設置に至るケースが生じかねない状

態にあったり、出入口設置に多額の費用がかかるケ

ースも想定される。 

事実関係について提案団体との間で十分確認

を行うべきである。 

27 

8 Ｂ 伊丹市 農業災害補償法の規定によ

り市町村が行う共済事業の

義務付けの緩和 

農業災害補償法第 85条の７で準用する同法第 85条

第１項の規定により、市町村が共済事業を行う場合

に「必須事業」となっている「家畜共済」について、

「任意事業」として整理していただきたい。 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検

討を求める。 

74 Ｂ 石川県 農業共済保険審査会の必置

義務の見直し 

農業災害補償法（以下「法」という。）第 143 条の

２の規定により存置されている都道府県農業共済

保険審査会（以下「審査会」という。）について、

審査事案が発生した場合など、都道府県の判断によ

り必要に応じて設置できるよう必置義務を見直し

てほしい。 

意見なし 
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③ 住民サービスの向上や適切な実施に直結するもので、部会での法的な視点からの専門的な調査・審議に馴染むもの（つづき） 
 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
求める措置の具体的内容 全国市長会意見 

28 

63 Ｂ 川越市 前期高齢者のうち高齢者受

給者証の適用を受ける 70 歳

から 74 歳の国民健康保険被

保険者の高額療養費支給申

請手続きの簡素化 

70 歳から 74 歳の方が高額療養費の支給を受けよう

とするときは、被保険者の属する世帯の世帯主又は

組合員が、国民健康保険法施行規則第 27 条の 17 で

示された事項を記載した高額療養費支給申請書を

提出しなければならないとされている。  

一方、後期高齢者医療制度の被保険者は高額療養費

の支給申請に際し、申請書を広域連合に提出するも

のとされている（高齢者の医療の確保に関する法律

施行規則第 70 条）が、その内容は簡易なものであ

り、更に一度申請を行えば次回以降は申請がなくて

も高額療養費が支給されるという運用になってい

ることから、70 歳から 74 歳の方の高額療養費支給

申請手続きについても簡素化することを求める。 

被保険者の負担軽減、事務の効率化等の観点

から、十分な検討を求める。 

186 Ｂ 兵庫県、洲本

市、川西市、

滋賀県、大阪

府、和歌山県

国民健康保険の高額療養費

の請求に際しての手続きの

簡素化 

国民健康保険の高額療養費の請求に際し、70 歳から

74 歳までの前期高齢者については、後期高齢者医療

保険と自己負担限度額の差がないことから、後期高

齢者医療保険の高額療養費と同様に一度申請すれ

ば、その後は申請がなくても高額療養費が支給され

るよう手続きを簡素化する 

29 

252 Ｂ 豊田市 法令及び事務処理要領に定

める通知カードの券面事項

の住所変更追記事務の廃止 

住所変更による券面事項の追記は不要に改正する。

（事務処理要領の改正） 

提案団体の提案の実現に向けて、十分に検討

すること。 
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16 

③ 住民サービスの向上や適切な実施に直結するもので、部会での法的な視点からの専門的な調査・審議に馴染むもの（つづき） 
 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
求める措置の具体的内容 全国市長会意見 

30 

141 Ｂ 滑川市 県等が所管する砂利採取法

に基づく権限のうち、砂利採

取計画の認可事務等につい

て、市町村が関与する機会を

拡大するよう求めるもの。 

同法第 37 条第１項に基づく市町村長の要請につい

て、現行では「砂利の採取に伴う災害が発生するお

それがあると認めるとき」のみ、「都道府県知事、

指定都市の長又は河川管理者に対し、必要な措置を

講ずべきことを要請することができる」が、地下水

源の汚染や涵養の喪失、地下水脈の破壊、地盤の軟

弱化、土地の資産価値低下といった、いわゆる災害

とは別の悪影響が予見される場合においても、市町

村長の要請を認める文言に改めるなどし、地域の実

情を勘案・反映させるもの。 

経済産業省・国土交通省からの回答が「現行

法にて対応可能」となっているが、事実関係

について提案団体との間で十分確認を行なう

べきである。 

31 

209 Ｂ 広島市 市町村において照会可能な

年金記録の範囲の拡大 

市町村に、法定受託事務及び協力・連携事務の処理

に必要な年金情報を見ながら市民対応が可能なシ

ステム（年金事務所と同様のもの）を設置し、事務

の適正化や市民の満足度向上に繋がるよう、運用の

改善を求める。 

厚生労働省からの回答が「提案の趣旨につい

ては既に実施済である」となっているが、事

実関係について提案団体との間で十分確認を

行なうべきである。 

また、「ウィンド・マシンの貸与についての

周知を毎年度実施する等、より一層の周知を

図る」とあるが、貸与を希望しても台数が足

りずに貸与されない状況にあるとの意見もあ

るため、ハード面の整備も検討されたい。 
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④ 27 年度までに専門部会で重点事項として審議した事項のうち、27 年までの対応方針で 28年以降の検討事項とされているもの、 

 及び 28 年の提案で内容が充実され、議論を深める必要があるもの 

（１）平成 27 年案件（フォローアップ） 

 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
平成 27 年 対応方針時点での調整結果 全国市長会意見 

32 

269 Ｂ 兵庫県、滋賀

県、関西広域

連合 

非農林漁業者が農林漁業体

験民宿業を行う場合におい

ても旅館業法施行令及び施

行規則の特例措置が受けら

れるよう適用要件の緩和 

空き家を活用して農林漁業体験民宿業を営む場合

の客室面積の条件についても、「規制改革実施計画」

（平成 27 年６月 30 日閣議決定）に基づき検討し、

平成 28 年中に結論を得る。その結果に基づいて必

要な措置を講ずる。 

提案団体の提案に沿って、検討を進められた

い。 

なお、非農林業者への適用条件や衛生管理の

担保などについて熟慮が必要。 

33 

188 Ｂ 和歌山県、兵

庫県、鳥取県

介護保険制度における住所

地特例の見直し 

要介護認定等を受けていない高齢者等が一般住宅

等に移住した場合における介護給付費の財政調整

については、国庫負担金のうちの調整交付金（122

条）の配分効果を検証しつつ、特に年齢が高い高齢

者が多い地方公共団体によりきめ細かく配分する

など、調整交付金の在り方について検討し、平成 28

年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置

を講ずるとともに、地方公共団体に周知する。 

検討に当たっては、介護費用の負担のあり方、

医療介護体制の見込み、移住者の把握・管理

等における自治体の事務の状況等に十分留意

することが必要と考える。 

214 Ｂ 鳥取県 介護保険における住所地特

例の適用対象の拡大 

34 

323 Ａ 指定都市市

長会 

幼保連携型認定こども園以

外の認定こども園の認定に

係る権限の移譲 

以下に掲げる事務・権限については、指定都市に移

譲する方向で検討し、平成 28 年中に結論を得る。

その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定及び認定

申請の受理（３条１項、３項及び７項並びに４条１項） 

・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の審査（３

条５項） 

・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定をしない

旨及び理由の通知（３条８項） 

・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園を設置した場合

の公示（３条９項） 

・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の取消し

及びその公表（７条） 

・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定に係る関

係機関への協議及び教育委員会との連携確保（８条） 

提案団体の提案の実現に向けて、十分に検討

すること。 
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④ 27 年度までに専門部会で重点事項として審議した事項のうち、27 年までの対応方針で 28年以降の検討事項とされているもの、 

 及び 28 年の提案で内容が充実され、議論を深める必要があるもの 

（１）平成 27 年案件（フォローアップ）（つづき） 

 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
平成 27 年 対応方針時点での調整結果 全国市長会意見 

35 

141 Ｂ 岐阜県 都市公園における運動施設

の敷地面積に関する規制緩

和 

都市公園の敷地面積における運動施設の敷地面積

の割合の上限（施行令８条１項）については、政令

を改正し、基準を弾力化する。 

具体的な制度設計については、都市公園における運

動施設の設置の状況や地方公共団体の意向等を調

査し、平成 28 年中に結論を得る。 

提案団体の意見を尊重されたい。 

36 

56 Ｂ 埼玉県 公営住宅建替事業の施行要

件の緩和 

公営住宅の非現地における建替え・集約化の方策に

ついては、事業主体、有識者等の意見を踏まえつつ、

明渡請求の在り方等を含めて総合的に検討し、平成

28 年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措

置を講ずる。 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検

討を求める。 

37 

10 Ｂ 関西広域連

合 

(共同提案) 

滋賀県、京都

府、大阪府、

兵庫県、和歌

山県、鳥取

県、徳島県 

国土利用計画法に基づく土

地利用基本計画策定の見直

し 

土地利用基本計画の策定及び変更に係る国土交通

大臣に対する協議（９条）については、今後の経済

社会情勢に即した土地利用基本計画制度の在り方

の検討の状況及び都道府県の意向を踏まえ、廃止を

含めた適切な在り方について検討し、平成 28 年中

に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講

ずる。 

意見なし 

110 Ｂ 栃木県 都道府県の土地利用基本計

画の変更に係る国土交通大

臣への協議の事後報告への

変更 

213 Ｂ 広島県 土地利用基本計画の策定・変

更に係る国土交通大臣への

協議の意見聴取への変更 
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④ 27 年度までに専門部会で重点事項として審議した事項のうち、27 年までの対応方針で 28年以降の検討事項とされているもの、 

 及び 28 年の提案で内容が充実され、議論を深める必要があるもの 

（１）平成 27 年案件（フォローアップ）（つづき） 

 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
平成 27 年 対応方針時点での調整結果 全国市長会意見 

38 

45 Ａ さいたま市 介護支援専門員業務に係る

指導監査事務の都道府県か

ら指定都市・中核市への移譲

介護支援専門員に対する報告の求め、指示・研修受

講命令及び業務禁止（69 条の 38）に係る事務・権

限については、地方公共団体から意見聴取を行った

上で、介護支援専門員が業務を行う地の市町村への

付与又は移譲について検討し、平成 28 年中に結論

を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

指定都市については、提案団体の意見を十分に尊重さ

れたい。 

なお、中核市への移譲については、手挙げ方式による

移譲も含め検討すること。 

また、移譲にあたっては、人員確保・体制整備のため

の十分かつ確実な財政措置が必要である。 

当該事務・権限の移譲の検討にあたっては、指定都市

から下記のとおり整理すべき事項が挙げられたことを

申し添える。 

＜整理すべき事項等＞ 

・当該事務・権限の移譲により、指導・監査の主体の数

が増えることから、取扱いに差が生じる恐れがある。

ついては、国において統一的な取扱指針・マニュア

ル・Ｑ＆Ａ等を充実させる必要がある。 

・現在の制度のままでは、指導・監査の権限が移譲され

たとしても登録地以外の事業所に就業する介護支援

専門員には、指導・監督の権限が及ばないため、新た

な仕組みを考える必要がある。 

・当該事務・権限の移譲に当たっては、平成２７年度の

介護保険法の改正の効果も踏まえ、移譲の時期等の検

討を進めるべきである。 

・指導監査事務の権限を政令市・中核市に移譲する場合

は、他の政令市・中核市、都道府県との情報共有を密

にするシステムの構築が必要である。 

・厚労省の見解では、介護保険法第８３条により、既に

市町村長に介護支援専門員に対する指導権限が付与

されているとする。しかし、市町村長が必要な指示を

行い、これに介護支援専門員が違反する場合、同法６

９条の３９の介護支援専門員の登録削除の規定が適

用されないため、市町村長の指導監査の実効性を担保

するためには、新たな仕組みが必要となる。 
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④ 27 年度までに専門部会で重点事項として審議した事項のうち、27 年までの対応方針で 28年以降の検討事項とされているもの、 

 及び 28 年の提案で内容が充実され、議論を深める必要があるもの 

（１）平成 27 年案件（フォローアップ）（つづき） 

 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
平成 27 年 対応方針時点での調整結果 全国市長会意見 

39 

180 Ｂ 京都市 生活保護適正化に係る実施

機関の調査権限の強化 

保護の決定等に当たり行う要保護者等の資産・収入

等に関する銀行、要保護者等の雇主等に対する報告

の求め（29 条１項）については、より円滑な運用が

なされるよう、経済団体、業界団体等を通じるなど

して要保護者等の雇主等に対して協力要請を行う

ことを検討し、平成 28 年中に結論を得る。その結

果に基づいて必要な措置を講ずる。 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検

討を求める。 

なお、調査権の拡大が実態を伴ったものとな

るよう、全国銀行協会等の関係機関との調整

について配慮することについても検討すべき

である。 

40 

81 Ｂ 豊田市、松山

市 

公営住宅の明渡し請求に係

る収入基準の条例委任 

公営住宅の明渡請求の対象となる高額所得者の収

入基準（施行令９条）については、現在、全国一律

に政令で定めているが、これを改め条例に委任する

など地域の実情を反映する方向で検討し、平成 28 

年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置

を講ずる。 

提案団体の提案の実現に向け、地域の実情に

応じた収入基準の設定などについて積極的な

検討を求める。 
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④ 27 年度までに専門部会で重点事項として審議した事項のうち、27 年までの対応方針で 28年以降の検討事項とされているもの、 

 及び 28 年の提案で内容が充実され、議論を深める必要があるもの 

（２）平成 26 年案件（フォローアップ） 

 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
平成 26 年 対応方針時点での調整結果 全国市長会意見 

41 

68 Ｂ 酒々井町 町村の都市計画の決定に関

する都道府県の同意の廃止 

町村の都市計画の決定又は変更に係る都道府県知

事への同意を要する協議（19 条３項（21 条２項で

準用する場合を含む。））については、制度の運用

実態等を調査し、その結果等を踏まえて検討し、平

成 27 年中に結論を得る。 

意見なし 

42 

37 Ｂ 愛知県 地域森林計画に係る農林水

産大臣の協議、同意の廃止 

都道府県知事の地域森林計画に係る農林水産大臣

への同意を要しない協議（６条５項）に関し、当該

計画の内容のうち、委託を受けて行う森林の施業又

は経営の実施、森林施業の共同化その他森林施業の

合理化に関する事項（５条２項５号の２）に係る協

議については、見直す方向で検討し、森林・林業基

本計画の変更（森林・林業基本法（昭 39 法 161）11

条７項）に合わせて結論を得る。 

意見なし 

301 Ｂ 福島県 都道府県が定める地域森林

計画に係る国への協議、同意

の廃止 

 


